
第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）1 工区 

業務場所 久留米市藤光町外地内 履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

13時 30分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

300,132円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 佐野恵樹園（株）   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１ （有）秋永園芸 無効 契約事務規則第 12
条第 8号に該当 

  
  

２ （有）今村筑寿園 300,132円   
  
  

３ （株）河北晃樹園 300,132円   
  
  

４ （株）久留米庭苑 300,132円     
  

５  佐藤緑化 300,132円   
  
  

６  佐野恵樹園（株） 269,000円   
  
  

７ （株）執行茂寿園 300,132円   
  
  

８ （有）島添産業 300,132円   
  
  

９ （有）寿楽園 300,132円     
  

１０ （株）角養翠園 300,132円     
  

１１ （有）成寿園 300,132円   
  
  

１２ （株）高木ガーデン 300,132円   
  

１３ （株）高木新昭園 300,132円   

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 



第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）1 工区 

業務場所 久留米市藤光町外地内 履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

13時 30分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

300,132円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 佐野恵樹園（株）   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１４ （株）高嶋造園 300,132円  
  
  

１５ （有）滝川緑化建設 300,132円   
  
  

１６ 中村桂園 300,132円   
  
  

１７ 中村造園 300,132円   
  
  

１８ （株）萩尾植樹園 300,132円   
  
  

１９ （有）馬場大成園 300,132円   
  
  

２０ （有）原武建設 無効 
契約事務規則第 12 条
第 1号に該当 

  
  

２１ （株）福子建設 無効 
契約事務規則第 12 条
第 1号に該当 

  
  

２２ （有）ふじた造園 300,132円   
  
  

２３ 藤山庭園 300,132円   
  
  

２４ （株）藤吉園芸場 300,132円   
  
  

２５ 渕上緑化造園 300,132円     

２６ 宮﨑造園（株） 300,132円   

２７ 森造園業 300,132円   

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 



第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）2 工区 

業務場所 久留米市安武町外地内 履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

14時 00分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

299,998円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 （株）角養翠園   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１ （有）秋永園芸 無効 
契約事務規則第 12
条第 8号に該当 

  
  

２ （有）今村筑寿園 299,998円   
  
  

３ （株）河北晃樹園 299,998円   
  
  

４ （株）久留米庭苑 299,998円   
  
  

５  佐藤緑化 299,998円   
  
  

６  佐野恵樹園（株） 無効 
契約事務規則第 12
条第 8号に該当 

  
  

７ （株）執行茂寿園 299,998円   
  
  

８ （有）島添産業 299,998円   
  
  

９ （有）寿楽園 299,998円   
  
  

１０ （株）角養翠園 269,000円   
  
  

１１ （株）高木ガーデン 299,998円   
  
  

１２ （株）高木新昭園 299,998円   
   

１３ （株）高嶋造園 299,998円   

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 

 



第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）2 工区 

業務場所 久留米市安武町外地内 履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

14時 00分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

299,998円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 （株）角養翠園   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１４ （有）滝川緑化建設 299,998円  
  
  

１５ 中村桂園 299,998円   
  
  

１６ 中村造園 299,998円   
  
  

１７ （株）萩尾植樹園 299,998円   
  
  

１８ （有）馬場大成園 299,998円   
  
  

１９ （有）原武建設 無効 
契約事務規則第 12
条第 1号に該当 

  
  

２０ （株）福子建設 無効 
契約事務規則第 12
条第 1号に該当 

  
  

２１ （有）ふじた造園 299,998円   
  
  

２２ 藤山庭園 299,998円   
  
  

２３ （株）藤吉園芸場 299,998円   
  
  

２４ 渕上緑化造園 299,998円   
  
  

２５ 宮﨑造園（株） 299,998円     

２６ 森造園業 299,998円   

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 



第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）3 工区 

業務場所 久留米市荒木町外地内 履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

14時 30分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

300,293円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 （株）アタック   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１ （株）アタック 288,000円  
  
  

２ 岩村建設（株） 300,193円   
  
  

３ （株）久留米庭苑 300,293円   
  
  

４ 佐野恵樹園（株） 無効 
契約事務規則第 12
条第 8号に該当 

  
  

５ （株）執行茂寿園 300,293円   
  
  

６ （株）時里組 無効 
契約事務規則第 12
条第 1号に該当 

  
  

７ （有）野田総業 無効 
契約事務規則第 12
条第 8号に該当 

  
  

８ （株）橋爪土木 300,200円   
  
  

９ （有）原武建設 無効 
契約事務規則第 12
条第 1号に該当 

  
  

１０ （株）福子建設 無効 
契約事務規則第 12
条第 1号に該当 

  
  

１１ （株）宮﨑環境緑地 300,293円 
    

  

１２  
      

  

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 

 

 



第７号様式（第１４条関係） 

入札結果表 

業務名 河川排水路除草業務委託（単価契約）4 工区 

業務場所 
久留米市宮ノ陣二丁目外
地内 

履行期間 
契約締結日の翌日から 
令和 6年 3月 31日まで  

入札日時 
令和 5年 4月 18日 

15時 00分 
入札場所 

公園土木管理事務所 
2 階大会議室 

入札書比較価格
（税抜） 

300,002円 
最低制限比較価
格（税抜） 

269,000円 

落札者 （有）西武土木   

番号 商号又は名称 第 1 回 第 2 回 見積額 

１ （株）大久保建設 300,002円  
  
  

２ （株）久留米庭苑 300,002円 
    

  

３  佐野恵樹園（株） 無効 
契約事務規則第 12
条第 8 号に該当 

 
  

４ （株）執行茂寿園  300,002円 
    

  

５ 信成建設（有） 300,000円 
    

  

６ （有）西武土木 299,500円 
    

  

７ タツミ建設（株） 無効 
契約事務規則第 12
条第 1 号に該当 

 
  

８ （有）原武建設 無効 
契約事務規則第 12
条第 1 号に該当 

 
  

９  
      

  

１０  
      

  

１１  
      

  

 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。 

 


